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ふくい桜マラソン２０２４メディア広報業務仕様書 

 

１ 業務名 

  ふくい桜マラソン２０２４メディア広報業務 

 

２ 目的 

  ふくい桜マラソン２０２４のランナー募集および交通規制を幅広く県民に

周知・広報することを目的とする。 

  

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和６年３月３１日（日）まで 

 

４ ふくい桜マラソン大会概要（案） 

  大会名称：ふくい桜マラソン２０２４（ニーマルニーヨン） 

  開催期日：令和６年３月３１日（日）８：３０ スタート 

  種  目：マラソン（42.195㎞）、ペアリレーマラソン、 

ファンラン、ユニバーサルラン 

  ※その他詳細は大会ホームページを参照のこと 

 

５ 業務内容 

  以下の内容について、ふくい桜マラソン実行委員会事務局（以下、「事務局」

という。）と協議の上、県民を対象とした、テレビ、ラジオ、インターネット

等による広報を実施する。 

【１：ランナー募集】（広報時期）令和５年夏の１か月程度 

【２：交 通 規 制】（広報時期）令和６年３月 

※ 詳細な実施時期は、受審資格認定者に対して別途通知する。 
   

（１）テレビスポットＣＭの企画、制作および放送  

① 規格および制作内容 

テレビスポット用１５秒ＣＭ 

【１：ランナー募集】県民向けにランナー募集中であることを呼びかける内容 

【２：交 通 規 制】県民向けに交通規制の実施を呼びかける内容 

※ ＢＧＭに大会公式テーマソング「新/春風」（詞曲 ヒナタカコ）を使用

すること（楽曲データは事務局から支給する） 

※ ランナー募集ＣＭに大会スポンサーロゴの表示を予定しているが、実

施にあたっては、事前に関係放送局と協議を図ったうえで内容を決定

するものとする。 

※ プレ大会の記録動画などの素材は必要に応じて事務局から支給する。 

※ 交通規制ＣＭは、大会前日までと、当日の２パターン制作すること 

（ナレーションのみの変更で可） 

別添 
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② 放送本数 

  【１：ランナー募集】１００本程度（ＦＢＣ５０本、ＦＴＢ５０本） 

【２：交 通 規 制】１００本程度（ＦＢＣ５０本、ＦＴＢ５０本） 

※ それぞれの広報時期に合わせて実施する。 

※ 放送時間帯の提案を行うこと 
 

  ③ 留意点 

   ア 出演者、エキストラ等の謝礼、旅費や、制作にかかる会場借料、設備

費等の一切の経費は受託者が負担すること 

   イ 成果物（撮影した映像を含む）に係る著作権法（昭和４５年法律第４

８号）上の一切の権利はふくい桜マラソン実行委員会に帰属するとと

もに、実行委員会および実行委員会が指定する第三者に対し、成果物の

著作者人格権について将来にわたり行使しないこととし、すべて２次

利用できるものとする。 

 

（２）ラジオスポットＣＭの企画、制作および放送  

① 規格および制作内容 

ラジオスポット用２０秒ＣＭ 

【２：交通規制】県民向けに交通規制の実施を呼びかける内容 

※ ＢＧＭに大会公式テーマソング「新/春風」（詞曲 ヒナタカコ）を使用

すること（楽曲データは事務局から支給する） 

※ 大会前日までと、当日の２パターン制作すること 
 

② 放送本数 

   ５０本程度（ＦＢＣラジオ２５本、ＦＭ福井２５本） 

※ 交通規制の広報時期に合わせて実施する。 

※ 放送時間帯の提案を行うこと 
 

③ 留意点 

   （１）のテレビスポット用ＣＭと同様 

 

 （３）インターネット広告の配信 

YouTubeおよび Yahoo、また TikTokで広告を配信する。 

※ 広告の内容は（１）の制作物をベースにリサイズすること 

※ 広告のリンク先は大会ホームページとすること 

※ 配信期間は、それぞれの広報時期に合わせ１か月程度実施すること。 

ただし、TikTokの使用は交通規制広報時のみとする。 

※ 配信エリアは福井県全域とすること 
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 （４）屋外広告 

  ①ハピリンビジョン 

   ハピリンビジョンでランナー募集ＣＭ（（１）の制作物）を放映する。 

   ※ランナー募集の広報時期に合わせ１か月程度実施すること 

（ＣＭ本数：９２４本） 
 

  ②駅貼りポスター等 

県内ＪＲ・私鉄の駅でランナー募集ポスターの掲示を行う。 

鉄道会社 実施駅 枚数 規格 

ＪＲ 福井、芦原温泉、鯖江、武生、敦賀 ２ Ｂ１ 

春江、越前大野、小浜 １ Ｂ２ 

えちぜん鉄道 １８駅 １ Ｂ２ 

福井鉄道 ２１駅 １ Ｂ２ 

※ ランナー募集の広報時期に合わせ１か月程度実施すること 

※ 併せて、えちぜん鉄道では福井駅のデジタルサイネージ（４面枠、２

面枠）による掲示も行う。（期間はポスターと同様） 

※ ポスターおよびサイネージ用データ（ポスターの aiデータ）は事務局

から支給する。 
 

③公共交通機関のラッピング 

   路線バスのラッピング（京福バス・１両）を行う。 

※ ランナー募集の広報時期に合わせ１か月程度実施すること 

※ ラッピングは側面ワイド（乗降口側）で行うこと 

※ 使用する路線を提案すること（福井駅発着であること） 

※ ラッピング原稿は、aiデータおよび PDFデータで作成し、事務局およ

びバス会社に納品すること（原稿の素材は必要に応じて事務局から支

給する） 
 

  ④大名町交差点懸垂幕 

   大名町交差点に懸垂幕（W1,500mm×H10,000mm）を設置する。 

※ 交通規制の広報時期に合わせ１か月程度実施すること 

 

（５）その他独自提案 

  その他の効果的なメディア広報等について、独自の提案を行うこと（追加

費用の有無についても明示すること） 

 

６ 成果品の提出 

（１）成果品 

 ・業務完了報告書（様式任意） 

 ・各種制作物データ（動画・音声含む）および実施結果（放送確認書含む） 
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 ・その他事務局が指定する資料 

  ※成果品の納入後、内容に不備があった場合には、速やかに受託者の負担で

是正を行うこと。 
 
（２）納入先 

   〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７番１号 

   ふくい桜マラソン実行委員会事務局 

（福井県交流文化部文化・スポーツ局ふくい桜マラソン課内） 

 

７ その他 

・本業務の実施において、事務局担当者と密接な打ち合わせを行うなど、相互の

信頼関係を維持し、かつ、業務上知り得た情報については契約期間中および契

約終了後においても一切漏洩してはならない。 

・成果品に関する権利は、受託者の固有の知識及び技術を除き、全てふくい桜マ

ラソン実行委員会に帰属する。また、当該団体が廃止された場合は福井県に帰

属するものとする。 

・本業務の履行に必要な一切の経費（旅費、資料作成費等を含む。）は契約額に

含まれるものとする。 

・処理が困難な事案が生じた場合には、速やかに事務局担当者に報告し、処理方

針の指示を受け対応を図るものとする。 

・本仕様書に記載のない事項および疑義が生じた場合には、事務局と協議のう

え、その指示に従うものとする。 


